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第３１期町田市文化財保護審議会第５回会議 会議録 

 

１．開催日時：２０２２年８月１９日（金） 午前１０時００分～１１時００分 

２．開催場所：町田市役所本庁舎１０階 会議室１０－４、１０－５ 

３．出席者 

  委員 阿部、内野、小島、浜田、八木橋 

  事務局 佐藤生涯学習部長、江波戸生涯学習総務課長、貴志担当課長、 

      杉本係長、望月係長、松崎主任 

４．報告事項 

 （１）町田市指定旧跡「伝鎌倉井戸（鎌倉古道推定地）」の井戸枠の復元について 

 （２）「町田デジタルミュージアム」の紹介動画等について 

 （３）体験講座「木の皮からつくる紙すき教室」実施について 

 （４）町田市立自由民権資料館の常設展示リニューアルに伴う施設の休館について 

 （５）その他資料の活用等について 

５．議題 

 （１）文化財の新規指定・登録（旧跡）について 

６．その他 

 （１）次回の審議会について（１１月開催予定） 

 

事務局 それでは、皆さん、おそろいになりましたので、会長から開会をお願いいたしま

す。 

会 長 皆さん、おはようございます。これから第31期町田市文化財保護審議会第５回の

会議を開催いたします。 

 前回は５月の開催でしたので３か月ぶりになりますが、本日もどうぞよろしく

お願いいたします。 

 では続いて、前回の会議録の確定について事務局から説明をお願いいたしま

す。 

事務局 それでは、お手元に、事前にお送りしました５月17日の議事録につきまして、御

意見がなければ確定とさせていただきますが、皆様、いかがでしょうか。では、確

定とさせていただきます。 
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会 長 本日は、阿諏訪委員、大野委員、鶴巻委員の３名が欠席ということですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 ではまず、報告事項から入りたいと思います。今日は５点ございますが、事務

局から説明をお願いいたします。 

事務局 報告事項です。 

 １番、町田市指定旧跡「伝鎌倉井戸（鎌倉古道推定地）」の井戸枠の復元につ

いてです。 

 こちらは前回の会議で、井戸枠が車の衝突で破損してしまいまして、どのよう

な形で復元したらよいか御意見をいただいたところです。その御意見を基に井戸枠

の修復を完了いたしました。そのときいただいた車の衝突防止策として、井戸枠の

両側に景観保護色の反射シートを添付した木杭を設置しております。 

 続きまして、(2)「町田デジタルミュージアム」の紹介動画等についてです。 

今年の４月から町田デジタルミュージアムを公開しておりますが、そちらを紹介す

る動画を作成しましてユーチューブにアップしました。こちらは右側にＱＲコード

をつけておきましたので、もしお時間があれば見ていただけたらと思います。ま

た、今回一緒にお配りしましたこちらのチラシ、町田デジタルミュージアムの紹介

と、ＱＲコードもつけて、すぐに町田デジタルミュージアムのサイトにアクセスで

きるようなものを市内の小中学校や公共施設等に配布しています。 

 今現在の町田デジタルミュージアムのアクセス数ですが、約17万5000件という

ことで多くの方に見ていただいている状況です。 

 続きまして、３番の体験講座「木の皮からつくる紙すき教室」実施についてで

す。こちらについては８月４日に実施したものです。紙すき体験を昨年も三輪の森

ビジターセンターなどでやりましたが、今年は子どもセンター「まあち」といいま

して、いわゆる児童館で、18歳までのお子さんと、同伴している大人の方が利用で

きる施設ですが、こちらで実施させていただきました。とても好評でして、午前と

午後で内容が違う形でやりましたが、定員が６組と10人でしたが、キャンセル待ち

がこの倍ぐらい出るほど人気の講座でした。 

(4)を御覧ください。町田市立自由民権資料館の常設展示リニューアルに伴う施

設の休館について御説明させていただきます。 

 町田の歴史と自由民権運動を分かりやすく紹介するために常設展示のリニュー
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アルを2022年11月３日から公開予定です。それに伴いまして、資料の移動、入替

え、展示パネルの制作、設置、展示機材の移動などが現存の展示室、閲覧室を使用

するため、９月５日月曜日から11月２日、約２か月間、自由民権資料館を休館とさ

せていただきます。なお、市民からの問合せにつきましては、通常の開館時と同様

に電話やメール等での対応をさせていただく予定でおります。 

 最後、５番についてです。その他資料の活用等についてということで、今報告さ

せていただいたもの以外にも様々な活用を実施しております。こちらは一覧にしま

したので御覧いただければと思います。 

会 長 どうもありがとうございました。今、資料に基づいて５点の報告をいただきまし

たが、何か御質問、あるいは御意見があればお願いいたします。 

 では、私のほうから２点ほどよろしいでしょうか。 

 町田デジタルミュージアムが４月から開始だったと思いますが、既にこの三、

四か月で17万5000件というのは随分多いかなと思いまして、順調な滑り出しではな

いかと思います。こちらのユーチューブにアップした動画というのはいつから公開

しているのでしょうか。 

事務局 こちらについては、７月から公開をしております。 

会 長 分かりました。こちらを見て、より多くの方がアクセスしてくれると期待したい

と思います。 

 それからもう１点、これは可能な限りの回答で結構ですが、４番目の自由民権

資料館の展示リニューアルに関して、２か月閉館して行うということで、これは実

際、展示改修予算はどれくらいでしょうか。また、展示専門の業者が施工されるの

かを支障のない範囲でお教えいただければと思います。 

事務局 では、回答させていただきます。 

 まず予算ですが、展示関係のもので約260万ぐらいです。これに加えましてWi-

Fiを設置いたします。このWi-Fiの設置に関する費用が150万ぐらいです。それぞれ

展示もWi-Fiのほうも業者に発注をさせていただく予定です。 

会 長 ありがとうございます。Wi-Fiがつくと便利になっていいですね。それを利用し

た展示解説もきっとできると思います。 展示改修は、展示専門の業者が行うので

すか。 

事務局 展示専門の業者に丸投げというわけではなくて、あくまでも民権資料館が文案、
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展示資料案、どういう写真、イラストを出すというのをピックアップして、それを

制作していただくという感じになります。 

会 長 分かりました。ありがとうございます。パネル制作が中心ということですね。 

事務局 はい。 

会 長 ほかの方で何か御質問、御意見ありますか。 

委 員 (3)の体験講座ですが、とてもいい取組だと思います。ただ、町田だと、普通、

絹の道の関係でお蚕からいろいろやったりとかということが多いと思うのですが、

なぜ木の皮から紙すきというのが、生活文化の歴史的な視点からということだと思

いますが、その辺のどういった視点でやられているのかということと、もし材料

が、例えば町田でも自生している野生のコウゾの木を使ったとか、そんなことが分

かれば教えていただけたらと思います。 

事務局 紙すきにした理由というのが、何回かやっていて好評だったというところが一番

です。絹の道のお蚕関係ですが、こちらは小学校でお蚕を育てている学校がござい

まして、その学校から依頼があって繭からの糸取り体験をこちらの生涯学習総務課

の学芸員が講師となって行っています。今回のコウゾについては、体験講座講師の

北村先生に全て御用意いただきました。ただ、芹ヶ谷公園などでもコウゾは結構生

えていると、北村先生が町田市内の周辺を見ておっしゃっていて、その写真を撮っ

てきて、こういう木だよ、近くにあるんだよという形で、今回、体験した講座の子

どもたちにも見せたところです。紙すきは下準備が大変なので、下準備まで北村先

生に全部やってもらったというところです。 

委 員 分かりました。ありがとうございます。 

会 長 そのほかに何か御意見、御質問はございますか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら次、２の議題に移りたいと思います。今日は、文化財の新規指

定・登録（旧跡）についてという議事になりますが、まず事務局から説明をお願い

いたします。 

事務局 では、説明をさせていただきます。 

 お手元に資料２として旧跡候補の一覧がございます。こちらは以前、旧跡の指

定基準を審議していただいたときから先生方の御意見も踏まえましてリストにした

ものです。今回、この中から事務局としましては凌霜館跡を候補として挙げさせて

いただければと考えております。旧跡候補のリストの中の11番に当たるものです。
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凌霜館を候補とさせていただいた理由ですが、現在の自由民権資料館にかつて存在

しまして、明治時代に民権家の村野常右衛門が若手育成のために剣術と自由民権思

想の学習をするために建てたものですが、自由民権資料館では来年の２月までに常

設展のリニューアルを予定しております。このリニューアルに合わせまして、自由

民権資料館が建っている場所自体が自由民権運動と深く関わる由緒があることも広

く知っていただきたいと思いまして候補として挙げさせていただきました。 

 実は今回、この凌霜館のほかにも６番の鎧堰と用水、16番の石阪昌孝屋敷跡も

いかがかなと考えたのですが、事前にそれぞれの管理者と協議した結果、今回は見

送らせていただければと考えております。鎧堰につきましては、管理している東京

都南多摩東部建設事務所のほうに話を伺いに行きましたが、事務所としましては、

治水、利水の観点から河川法以外の制約となる法令の網をかけることは遠慮したい

という申出がございました。ただ、鎧堰周辺の保存、そしてＰＲについてはしっか

りやっていきたいとおっしゃっておられました。 

 石阪昌孝屋敷跡については、町田ぼたん園の中にありまして、町田市の公園緑

地課が管理をしております。こちらも話をききましたが、この町田ぼたん園を含む

薬師池公園周辺エリアを、現在、魅力向上計画としてまとめている段階でございま

す。この計画は今年度中にまとめる予定ですが、その中で屋敷跡や自由民権の森な

ど周辺の歴史関係のものの位置づけをまず検討して、その上で指定、登録のほうに

検討したいというふうにお話がありました。 

会 長 ただいま事務局から説明をいただきましたが、委員の皆さんから何か御意見等は

ございますか。 

委 員 石阪昌孝の墓が上にありますよね。個人のものだと思いますが、指定できるので

しょうか。 

事務局 石阪昌孝のお墓は、遺族の方の所有になっております。以前、文化財保護審議会

で審議していただきまして、遺族関係を調べたのですが、権利関係がはっきりせ

ず、どなたに承諾書を取っていいのかというのが現在も調査中でございます。 

委 員 凌霜館の建物は、最後はいつ頃まであったのですか。 

事務局 何人かに聞き取りをしましたが記憶が皆さん全然違っていて、正確には分かりま

せん。凌霜館を野津田の青年会が明治の末年ぐらいまでは使っていたということは

分かっています。どういう理由で分かるかというと、今、野津田公民館がある場所
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はもともと第二鶴川尋常小学校のあった場所ですが、鶴川尋常高等小学校に統合さ

れるときに、そこが空き家になって、そこに凌霜会という野津田青年会が移転す

る、本部を移すというのが明治終わり頃です。その頃までは活用されていました

が、その後、どういう利用をされていたのかは不明な状態です。 

委 員 写真が残っていましたよね。あれはいつ撮ったのかなと思って。明治ではないと

思いますが。 

事務局 戦後かもしれないですね。建っていたのを見たことがあるという人がいらっしゃ

るので、ぼろぼろの建物でしたけれども、戦後まで建っていたのだと思います。 

委 員 あと、村野先生の御子孫の方は全然分からない？ 

事務局 これを検討する段階でもう一度確認しておきます。 

委 員 凌霜館の建物を造った記録は何かありますか。開場式をしたのは明治16年という

から、その前頃から、ちょうど16年ぐらいかなと思いますが。 

事務局 残っている資料は、開場式の日にどういう人が出席したかという出席簿と、その

準備の段階の支出というか、収支を記録した帳簿が１冊残っているということにな

ります。 

委 員 16年にできたと考えてよろしいですか。 

事務局 16年の５月だったかに開場式を開いて、その日が開館日ということだと思いま

す。 

事務局 会長、もしよろしければ、凌霜館の跡につきまして、より詳しい説明をさせてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

会 長 では、よろしくお願いします。 

事務局 資料３を見てください。現在は資料館を建てるためにかなり造成してしまってい

るので元の形が土地としても残っていませんが、現在、ツツジの植え込みになって

いる辺りに建っていたと言われています。1883年、明治16年に開館していまして、

凌霜館というのは、村野常右衛門―当時23歳ぐらいだったかと思いますが―が

若手を育成するために文武館という剣術を基本的にはやる、それで心身を鍛えて自

由民権運動の思想の学習もするというような目的で建てられた道場になります。 

 自由民権運動はこの時期ぐらいから明治16年、17年ぐらいに全国何か所か、そ

れぞれに文武館というのを建てて若手育成に取り組んでいきますが、その一つとい

うことになります。自由民権運動が少し不景気の中で閉塞状況になりつつあるとき
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に、新たな運動の対策として出てくるものというふうに言えるので、全国的な傾向

の特徴も表していて、それがこの地域にもあるというふうに理解していただければ

と思います。 

 敷地内からは凌霜館という銘が入った盃が、実は発掘調査をしないまま建物を

建ててしまったので土砂の中から出てきたというようなことがあります。この凌霜

館という盃も、いつ作られたものなのか分かっていなかったのですが、資料をよく

見たら、収支を記録しているものの中に50個の盃を作ったという記録があったの

で、恐らくそのときのものではないかと推定しているところです。 

 先ほども申し上げましたけれども、その後は、凌霜会という名前の野津田の青

年たちのグループ、青年会がそのまま利用するようになっていって、明治40年代ま

で利用されていたということが確認できています。それ以後は、どのように利用さ

れていたのかは不明ですが、1885年ぐらいだったと思うのですが、市のほうに村野

家から御寄附いただいて資料館が建っているということになります。 

会 長 ありがとうございました。ただいまの補足説明も含めて何か御質問などあります

か。 

 では、私からよろしいですか。今のお話を伺いますと、実際に使用されていた

のは30年弱ぐらいでしょうか。ですが、戦後まで残っていたということなので、建

物自体は多分60年とか70年あったというふうに想像されますけれども、もし指定に

すると、ある程度の物証がないと厳しいのかなと思います。この盃と、さっきおっ

しゃっていた開館時の記録、それ以外に何か物としては残っているものはあるので

しょうか。 

事務局 剣術の試合というか、そういう練習を誰と誰が組んでやったみたいな活動記録の

簿冊が１つあるのと、途中で１度、政治事件を起こしていて、それに関わる記録が

少し残っています。殺人事件なので、あまり表立って出していたりしない面もあり

ますが、あとは小島委員に昔、紹介していただいた、「皇国武術英名録」という明

治21年の本に凌霜館で剣術を学んでいる人の名簿と思われるものが出ていて、それ

を見ると近隣の人がほとんどですが、野津田に住んでいるというふうになっている

中に千葉県の人がいたり、山梨県の人がいたりということで、近隣だけではなく

て、そこに集まってくる人たちの様子が少しずつ分かってくる可能性は今後もある

かなと思っています。 
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 あと、青年会のほうの資料は、移転した後のものからしかなくて、移転をする

前に凌霜館を使っていたということは分かっているのですが、移転する前の凌霜館

を使っていた時代の資料は残っていないということになります。 

会 長 ありがとうございます。今回、指定または登録候補ということで挙げられており

ますので、やはりどれくらい検証ができるのかによって、指定にするか、登録にす

るか考えていくのかなと思います。これはまだもう何度か審議してから検討してい

くということでよろしいでしょうか。 

事務局 今回はあくまでも候補として紹介させていただいております。これが実際に具体

的にこれから審議していく対象としてふさわしいというふうに考えていただきまし

たら、より具体的な価値ですとか具体的な物証をそろえた資料を今後作成させてい

ただこうと考えています。ですので、今回、この凌霜館で具体的な審議をしていき

ましょうという方向性づけをつけていただきましたら、その時点で諮問をさせてい

ただこうと考えております。 

会 長 ということで、今日、これが候補に挙がったということですが、何かただいまの

事務局の説明に関してありますか。 

委 員 旧跡候補というのがあって、これを見ていると、当時のものが何もないものは結

構あります。そういう場合には、一般的に分かりやすいのは、やはり説明板みたい

なものを立てて、そういうものがあったという説明をする感じですよね。 

事務局 やっぱり説明板があると、見る方には理解しやすいと思いますので、設置のほう

は検討していきたいと思っております。 

会 長 今回、事務局から11番の凌霜館ということで候補をお出しいただいておりますけ

れども、旧跡候補自体は32件ほど挙がっておりまして、もしこのほかにも、やはり

これは候補にしたほうがいいのではないかというものがあれば、委員の皆さんから

も御意見をいただけたらと思います。何か想定されそうなもの、あるいはこれだっ

たら資料が割とあるのではというものがもしあれば御意見をいただければと思いま

す。いかがでしょうか。 

 ６番の鎧堰も候補にされたということですが、残念ながら東京都のほうからそ

れは難しいという回答があったということで、この中でももちろん所有者の意向で

指定できないものは多分幾つかあると思います。ほかにもこれはいいのではという

御意見があれば、今日はせっかくですので出していただけるとよろしいかなと思い
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ます。 

委 員 小町井戸は、あそこの歴史環境保全区域に入っていましたか。 

事務局 その中に入っています。 

委 員 そうすると、やっぱり東京都の同意は難しいかな。 

事務局 そうですね。話を聞いていないのでちょっと分からないのですが。 

委 員 工作物を造るわけじゃないからね。 

事務局 そうですね。ですから、東京都のほうが積極的にＰＲしていきたいという意思が

あれば話には乗ってくれるのかなと思います。 

委 員 歴史環境保全地区だから、本来はそういうのをＰＲしなきゃいけないと思いま

す。草木塔を建てるときに、あそこの区域に建てようと思って東京都に行きました

が、工作物だから駄目だということでした。文化財のほうの関係ですけれども、新

しいものが建てられなかった。だから、もしかすると、何かそういう区域に建てる

と何かあるかなと思ったのです。 

 ただ、歴史環境保全区域と言っているようなタイトルだから、本来そういうの

を積極的に造らないとおかしいのではと思います。歴史って何だと言ったときに何

もないのでは。あれば、ああ、やっぱりそうだなと。小山田城の砦跡とか、何かあ

ってもいいかなと思います。 

事務局 その次は、実際に小町井戸でしたら伝承ですので、その伝承がどれくらいまで遡

れるか、伝承の位置づけ、そういうところを固めていかないと。まずそれは市のほ

うで固めていかなきゃいけないかなと思っています。 

委 員 歴環管理組合の組合長さんがお詳しいですよね。聞き取りをさせていただいて、

よく覚えております。 

会 長 ただいまは２番の小町井戸について出ました。これでなくても結構ですし、ほか

にももしこれはどうかというものがあれば御意見をいただけたらと思います。どう

でしょうか。 

 場所をどうするかとか、資料がどうかというのは別にして個人的に関心がある

のは、前回、鎌倉井戸と鎌倉古道について指定をしたということがあって、やはり

町田を考えると絹の道と二・六の市というのも結構大事なのかなと思います。今、

跡形もない感じはしますが、これも前向きに考えていいのかなと思いました。 

 あと、この候補の中の対象物がほとんど近代以降のものになっていて、特に町
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田の歴史を考えると、戦争遺跡みたいなものも幾つかあってもいいのかなと思いま

す。例えば、法政大学構内の多摩送信所の跡ですとか、今は遊歩道になっています

けれども、戦車道路の跡ですとか、あるいは行幸道路、その辺も町田市としては前

向きに考えてもいいのかなというふうに思います。もしほかの委員の皆さんでもこ

んなものを検討するといいのではないかというものがあれば、ぜひお示しいただけ

るといいかなと思います。 

委 員 17番の八木重吉出生地あたりは、通っていていつも目に入るところですけれど

も、大変有名な詩人でもありますし、早期に指定を考えてあげてもいいのかなと思

います。個人的には21番の小川梅園というのが、本町田ですか、気になっていて、

わきを通ると、今は道を広げたりして梅園がきつきつの状態で木が生えている状態

で、もし指定する方向性があるのであれば、きちんと剪定をするとかというのを今

からやっておかないと。ちょっと気になっていますけれども、面白いところだなと

思っております。 

委 員 特に先生方の今の以上のものはないですけれども、ちょっと確認ですが、本日の

例の凌霜館については、登録あるいは指定の候補であると。これは、例えば、新し

くこの施設がリニューアルするに当たって、この場所にはこういう意味があるよと

いうのを見せてあげるのは非常に大事なことかなと思っていまして、ただ、先ほど

会長からのお話もあったように、まだ建造物の場合で扱っていくときにどういう資

料がこれから出てくるだろうかというのを踏まえたときに、最初に一旦登録してお

いて、その後、資料の充実があったときに指定というのは、二段構えはありでした

よね。 

事務局 それはもちろんございます。例えば、旧跡であっても、下を発掘して土が残って

いれば、それは当然史跡のほうになってきますし、登録から指定にという格上げの

ほうも、そこに新たな価値が加わってくれば当然検討する内容かと思います。 

委 員 ありがとうございます。 

委 員 この資料２の旧跡候補というのは、一応時代順で作成されているということです

よね。町田ということを考えたときに、一般的には、例えば産業という分野があ

り、教育、あるいは政治活動、思想史とか、いろいろあるとは思いますが、そう考

えると、今まで皆さんから話が出てきましたけれども、例えば産業としたときには

絹の関係が大きな問題になるだろうとか。それから、やっぱり町田の明治の段階で
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の自由民権運動の主体的な地域であるという特性があるだろうと思います。その

他、例えば戦争遺跡とか、挙げれば幾つかあると思いますが、もしこの候補の配列

を多少分類別に、分類というか、項目別に分けていくとどうなのかと。そうしたと

きに、恐らく私は絹の問題、あるいは自由民権運動の課題、そういう、例えばそれ

を項目として挙げたときに、この表がありますけれども、それをもう１回組み替え

ると、まだ不足しているところがあるのではないかとか、そういうものが見えてこ

ないかなというのは、ちょっと気になったところです。 

 それから、１つ質問です。法政大学にある多摩送信所跡のポツダム宣言の受託

があったかどうか、報告書に書いていありましたか。 

事務局 報告書には、その辺が書いてありました。 

委 員 要するに、象のおりのようなアンテナですから、あの規模での送受信の範囲とい

うのは地球の半分以上は覆っていたということらしいです。短波で飛ばして電離層

で反射させてということで、ただ、そこがポツダムというか、土地を返すことにな

るかもしれませんが、そういう送受信能力は十分にあったとは思います。その意味

では、多分、あまりこの地域の人たちは知らないという状況で、隠された歴史とい

う点では非常に面白いと思います。 

会 長 ありがとうございました。 

 ただいま委員から提案のあったように、項目別に１度一覧をつくるというのも

いいと思いますので、検討していただけるといいかなと思います。 

事務局 分かりました。全部で32点ありますが、今回の会議で御指摘いただいたものにつ

いて、項目別に、また別に表をつくる、あと、具体的に検討する資料があるのかど

うか、管理者・土地所有者の方の同意が得られそうか、その辺の見込みも含めた、

リストを作成して見ていただくというのはいかがでしょうか。 

会 長 そうですね。おっしゃるとおり管理者の同意がなくてはできませんし、それか

ら、指定するにしても、それを裏づける資料がしっかりないと我々も推薦できない

と思いますので、ぜひお願いできたらと思います。 

事務局 承知いたしました。 

会 長 全体を通してでも結構ですが、そのほかに何か御意見や御質問はございますか。 

 まず今日の議事としては、ここに挙げられました凌霜館跡を候補として検討し

ていいかどうかというのが１つの論点だと思いますが、この辺についてはいかがで
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しょうか。異論のある委員はいらっしゃるでしょうか。進めていくという形でよろ

しいでしょうか。今、様々御意見が出ましたが、そのほかにも幾つかを検討候補と

して挙げていく方向性ということで、今日のところはよろしいでしょうか。 

事務局 まずは凌霜館で諮問をさせていただくということでよろしいでしょうか。それと

並行してリストとつくるというのもありますし、もしくは先にリストを作成して、

それを見ていただいて、その中からピックアップしていくというやり方もあるかと

思いますが、いかがでしょうか。 

 実際にリストを仕上げるとなりますと、職員がかなり張り付かなければいけな

いので、もしよろしければ、凌霜館をまず選考させていただいて、その中で、今日

御指摘いただいた文化財について、併せてそういう下調べを進めていくということ

でいかがでしょうか。 

委 員 １つだけ質問です。現在、凌霜館に関する写真関係というのは、確認はできない

ですか。何枚か写っているものはありますか。 

事務局 恐らく戦後に撮られただろうと思われるような、もうちょっと歪み始めているよ

うな建物はあります。それが当時からあるものなのかどうかは、どのぐらい手が入

っているのかどうかは、ちょっと分からないです。 

委 員 なるほど、分かりました。ありがとうございます。 

委 員 全体の写真はなかったよね、全体が分かるやつ。 

事務局 多分ないと思います。それらしい写真がありますが、裏に何も書いていなかった

りして、本当にその建物がそうなのかどうかがちょっと。 

委 員 知りたいのは、坪数とか大きさ、間取りとか、中はどうだったとか、そういうの

が分かれば。玄関がどこにあったかとか。 

会 長 建築図面があればベストですけれども、せめて間取りぐらい分かると非常にいい

のかなと思いますけれども。 

 では、凌霜館の資料をこれから調査していただくということで進めていく形で

よろしいでしょうか。 

委 員 この中の13の旗本山口邸というのがありますが、これは小島家の土地の中に造っ

た―生麦事件が起きて、その１年後にイギリスが賠償金を払えと言ってきて、幕

府が朝廷のほうの意向を受けて、お金を払う期間を延ばすのですよね。そうしたら

戦争が起こりそうになって、そのために旗本に疎開令が出て、これは石阪昌孝の隠
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居のための建物があって、それを買い受け、それで移築して造ったんです。 

 これについては、その建物はあって、慶応年間ぐらいには農兵隊の関係で使っ

たり、１年か２年、短い期間ですけれども、子どもたちに勉強を教えたりとか。そ

うやって使っていて。それで、非常の節の旗本が出した資料があって、そこに全体

の周りの中のどこに建物があったかというのと、それから、建物の間取り、それを

描いた図面があります。建物自体は、何年たったか分からないけれども、明治頃に

小島家で養っていた孤児がいて、その人にあげました。それが明治になって火災を

起こして燃えちゃったから移転したわけです。物はないですけれども、建物の場所

というのはあります。 

 それからもう一つ、旗本の奥さんが来たときに、山の中で寂しいからというの

で池を掘ったのです。金魚を放したとかいう記事が日記にあって、どうも弁天池み

たいにしたので、明治20年、ずっと後になって、そこに御殿と描いた石を彫りまし

て、それをお参りしていました。弁天石だと思うのです。それが今、小島資料館の

ほうに持ってきてありますけれども、そんなものがあります。 

会 長 そのほか、旧跡について何か皆さんから情報ですとか御意見はございますか。よ

ろしいでしょうか。 

 そうしましたら、本日の議題については以上ということでよろしいですか。 

事務局 ありがとうございます。それでは、後日、教育委員会から凌霜館跡につきまし

て、正式に文化財保護審議会に諮問をさせていただきます。 

会 長 よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、議事の３番、その他になりますが、事務局からあればお願いい

たします。 

事務局 次回の審議会についてです。第１回目の会議でスケジュールをお示しいたしまし

て、そのときには11月開催予定というところで御案内したところです。ただ、11月

に会議が多くて、今現在、会議室が確保できていないという状況がまずあること

と、今現在、行動制限はないですが、コロナの感染者数も高止まりが続いていると

いうところで、書面会議という方法もありますが、以前、副会長からも御提案いた

だいたように、リモート形式での会議の開催もできないかなと視野に入れておりま

す。具体的に言いますと、町田市のリモート形式の会議の場合、Webexというアプ

リを使って会議を開催しますが、委員の皆様、リモート形式での会議はいかがでし
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ょうか。 

委 員 Zoomでやっていますが、Zoomでできるのですか。 

事務局 町田市は、Zoomと同じようなアプリでWebexというのを使っています。パソコン

やスマホなどにアプリをダウンロードしていただいて使います。もし会場がよろし

いという方がいらっしゃいましたらハイブリッドでも可能でございます。大学の先

生方は恐らく慣れていらっしゃると思うので、可能でしたら、次回、いかがでしょ

うかということで御提案させていただいております。 

会 長 Webexは役所が使っているようで、多摩市もたしか同じですね。あと、文化庁も

たしか同様です。ただ、不具合が起きて、結局みんなZoomに今は変わっています。

ちなみに火曜日に相模原で文化財審議会があって、それはオンラインでZoomで開催

されました。多摩市は割とハイブリッドの併用型が何度かありますね。 

事務局 Webexの場合、タブレットかスマホじゃないと、ちょっと不具合があるというの

が、恐らく先生が御指摘いただいたのはそれだと思いますが、パソコンで資料を見

ながらスマホかタブレットでやっていただいている方もいて、ちょっと動作確認は

こちらのほうでも先生方それぞれにさせていただいて、１度もしお願いできればと

思います。また個別に御連絡させていただきたいと思います。 

 今日いらっしゃっていない先生方もいますので、欠席の委員の方にも確認しま

して、別途御相談させていただきます。リモート形式が本当に難しいとなったとき

には、12月に時期を移しての開催も考えておりますので、また会長をはじめ御相談

させていただければと思います。よろしくお願いします。 

会 長 ということで、次回はオンライン開催もあり得るということで、ちょっと覚悟を

お願いしたいと思っております。アプリはすぐダウンロードできますので、問題な

いと思います。 

 事務局からは以上でよろしいでしょうか。 

事務局 以上です。 

会 長 そのほか、全体を通して皆さんから何か御意見、あるいは情報等がありましたら

お願いしたいと思います。 

 チラシが２枚添付されておりましたが、こちらも説明してもらったほうがよろ

しいですか。 

事務局 １枚目は町田デジタルミュージアムがインターネット上で見られるということで



 15 

つくったチラシでございます。 

事務局 ２枚目の勾玉展は、田端遺跡から縄文時代のひすいの勾玉が出ています。それら

を貸出した展示会のチラシになります。 

会 長 ありがとうございました。このデジタルミュージアムのチラシは学校にも配布さ

れていますか。 

事務局 市内の小中学校に配布をしまして、あとは公共施設、今後、市外の博物館などの

施設にも送らせていただこうかなと考えております。 

会 長 ありがとうございました。そのほか、委員の皆様からその他でございますか。 

 その他になりますが、さっき報告の中にありました「ブラタモリ」を拝見させ

ていただきまして、松崎さんの御活躍をよく見させていただきました。さすが地元

なので、私の大学の教職員とか学生も結構見ていたみたいで、ためになったと言っ

ておりました。 

 ほかに何か皆さんからございますか。よろしいでしょうか。 

 では、本日予定しておりました議事内容は全て終了いたしました。もしないよ

うであれば、本日の審議会はこれで閉会したいと思います。どうもありがとうござ

いました。 
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